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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回次
第97期

中間連結会計期間
第98期

中間連結会計期間
第97期

会計期間
自 2024年４月１日
至 2024年９月30日

自 2025年４月１日
至 2025年９月30日

自 2024年４月１日
至 2025年３月31日

売上高 (百万円) 219,303 207,725 473,954

経常利益 (百万円) 19,896 24,178 44,434

親会社株主に帰属する
中間(当期)純利益

(百万円) 13,168 14,937 28,883

中間包括利益又は包括利益 (百万円) 13,035 18,143 30,392

純資産額 (百万円) 299,719 326,179 312,152

総資産額 (百万円) 465,292 469,893 488,472

１株当たり中間(当期)純利益 (円) 186.18 211.18 408.36

潜在株式調整後１株当たり
中間(当期)純利益

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 63.9 68.6 63.5

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △461 733 8,656

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △5,230 △4,535 △8,910

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △5,619 △6,389 △24,552

現金及び現金同等物の
中間期末(期末)残高

(百万円) 83,946 60,312 70,437
 

(注) １　当社は中間連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載していな

い。

２　潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載していない。

３　当社は、第96期中間連結会計期間より役員向け株式報酬制度を導入しており、当該信託に残存する当社株式

を自己株式として処理している。このため、１株当たり中間(当期)純利益の算定にあたっては、当該株式数

を控除する自己株式に含めて「普通株式の期中平均株式数」を算定している。

 
２ 【事業の内容】

当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更

はない。

　また、主要な関係会社に異動はない。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当中間連結会計期間において新たに発生した事業等のリスクはない。

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はない。

 

２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当中間連結会計期間の末日現在において判断したものである。

 
(1) 経営成績

当中間連結会計期間の受注高は、首都圏の再開発案件、関西圏の統合型リゾート案件および、データセンター関

連工事を中心に、受注時の採算性を確保しつつ、目標とした案件を着実に受注したことから、275,256百万円（前年

同期比20.8％増）となり、前年同期を上回った。

　売上高は、207,725百万円（前年同期比5.3％減）となった。前年同期は竣工を控えた大型案件が大きく進捗した

ため、その反動減によるものである。

　営業利益は、工事利益率の向上により、22,804百万円（前年同期比24.9％増）となった。

　経常利益は24,178百万円（前年同期比21.5％増）、親会社株主に帰属する中間純利益は、14,937百万円（前年同

期比13.4％増）となった。

　宇久島メガソーラー事業については、発電事業者は佐世保市から市が管轄する海域の占用許可を取得し、現在、

長崎県へ県が管轄する海域の占用について、県および関係者と協議し許可の取得手続きを進めている。なお、市の

占用許可をふまえ、クリティカルパスである佐世保側の交直変換所建設に関する関係各所との協議を開始してお

り、年内の準備工着手を目指している。

　当社は宇久島島内の工事を中心に、安全と環境に配慮しながら本格的な施工を進めており、現時点では、2026年

度中の完成を目指している。また、発電事業者の事業性を踏まえつつ、工事の採算性向上に向けた検討を進めると

共に、工事価格の増額についても協議している。

 
　当社は、2025年10月１日に「株式会社九電工」から「株式会社クラフティア」へ商号を変更した。変更の理由と

しては、当社は、1944年に電気工事を主たる事業として設立し、1989年に業容の拡大に伴い、商号を「九州電気工

事株式会社」から「株式会社九電工」とした。近年では、配電工事や電気工事のみならず、空調・衛生工事、情報

通信、エネルギー、街づくりなど、多種多様な領域でイノベーションに挑み業容を拡大し、事業エリアも九州にと

どまらず、関東・関西、世界へ事業エリアを拡大していることから、更なる業容の拡大、事業エリアの拡大、ビジ

ネスの可能性の拡大を目指し変更するものである。引き続き、企業理念のもと「長期ビジョン」および「中期経営

計画（VISION2029)」の達成に向けて、取り組みを進めていく。

 
セグメントごとの経営成績は、次のとおりである。

① 設備工事業

売上高は、前年同期と比べ10,875百万円減少（5.2％減）し198,863百万円、セグメント利益（営業利益）につい

ては、前年同期と比べ4,559百万円増加（27.7％増）し21,002百万円となった。

 ② その他

売上高は、前年同期と比べ702百万円減少（7.3％減）し8,862百万円、セグメント利益（営業利益）については、

前年同期と比べ27百万円減少（1.6％減）し1,685百万円となった。
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(2) 財政状態

資産合計は、売上債権の回収による受取手形・完成工事未収入金等の減少などから、前連結会計年度末に比べ

18,578百万円減少（3.8％減）し、469,893百万円となった。

　負債合計は、仕入債務の決済による電子記録債務及び支払手形・工事未払金等の減少などから、前連結会計年度

末に比べ32,605百万円減少（18.5％減）し、143,713百万円となった。

　純資産合計は、配当金の支払いがあったものの、親会社株主に帰属する中間純利益の計上による利益剰余金の増

加などにより、前連結会計年度末に比べ14,026百万円増加（4.5％増）し、326,179百万円となった。

 

(3) キャッシュ・フローの状況

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、60,312百万円となった。

なお、当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりである。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果、増加した資金は733百万円（前年同期比1,195百万円の支出額減少）となった。

これは、主に売上債権及び契約資産の減少によるものである。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果、減少した資金は4,535百万円（前年同期比695百万円の支出額減少）となった。

これは、主に有形固定資産の取得によるものである。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果、減少した資金は6,389百万円（前年同期比770百万円の支出額増加）となった。

これは、主に配当金の支払いによるものである。

 

(4) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当中間連結会計期間において、前事業年度の有価証券報告書に記載した優先的に対処すべき課題についての重要

な変更はない。

 
(5) 研究開発活動

当中間連結会計期間の研究開発費の総額は、193百万円である。

なお、当中間連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はない。

 

３ 【重要な契約等】

当中間連結会計期間において、重要な契約等の決定または締結等はない。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 250,000,000

計 250,000,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
中間会計期間末
現在発行数(株)
(2025年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(2025年11月13日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 70,864,961 70,864,961
東京証券取引所
(プライム市場)
福岡証券取引所

単元株式数は 
100株である。

計 70,864,961 70,864,961 ― ―
 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

　該当事項なし。

　　

② 【その他の新株予約権等の状況】

(ライツプランの内容)

該当事項なし。

 
(その他の新株予約権等の状況)

該当事項なし。

 
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項なし。

 
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
 

(百万円)

資本金残高
 

(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

2025年４月１日～
2025年９月30日

― 70,864 ― 12,561 ― 12,543
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(5) 【大株主の状況】

 
  2025年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式(自
己株式を除
く。)の総数に
対する所有株式
数の割合(％)

九州電力株式会社 福岡市中央区渡辺通二丁目１番82号 15,980 22.55

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社（信託口）

東京都港区赤坂一丁目８番１号 7,368 10.39

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 東京都中央区晴海一丁目８番12号 5,740 8.10

株式会社西日本シティ銀行 福岡市博多区博多駅前三丁目１番１号 3,249 4.58

株式会社福岡銀行 福岡市中央区天神二丁目13番１号 3,133 4.42

九電工従業員持株会 福岡市中央区天神一丁目11番１号 1,736 2.44

九電工労組 福岡市南区那の川一丁目24番１号 1,300 1.83

西日本鉄道株式会社 福岡市中央区天神一丁目11番１号 1,142 1.61

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 1,133 1.59

株式会社日本カストディ銀行
（信託口４）

東京都中央区晴海一丁目８番12号 1,027 1.45

計 ― 41,811 59.00
 

 (注) 九電工従業員持株会は、2025年10月１日付で、名称をクラフティア従業員持株会に変更している。
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

    2025年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式）
― ―

普通株式 2,400

(相互保有株式)
― ―

普通株式 45,500

完全議決権株式(その他)
普通株式

707,636 ―
70,763,600

単元未満株式
普通株式

― １単元(100株)未満の株式
53,461

発行済株式総数 70,864,961 ― ―

総株主の議決権 ― 707,636 ―
 

(注)　「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、役員向け株式交付信託に残存する当社株式108,800株（議決

権の数1,088個）が含まれている。

 
② 【自己株式等】

  2025年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
㈱九電工

福岡市中央区天神一丁目
11番１号

2,400 ― 2,400 0.00

(相互保有株式)
㈱九建

福岡市中央区清川二丁目
13番６号

43,500 ― 43,500 0.06

(相互保有株式)
㈱ニシコー

福岡市中央区渡辺通二丁目
９番22号

2,000 ― 2,000 0.00

計 ― 47,900 ― 47,900 0.07
 

(注) １　役員向け株式交付信託に残存する当社株式108,800株は、上記自己保有株式には含まれていない。

２　㈱九電工は、2025年10月１日付で、名称を㈱クラフティアに変更している。

 
２ 【役員の状況】

該当事項なし。
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第４ 【経理の状況】

 

１．中間連結財務諸表の作成方法について

当社の中間連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28

号。以下「連結財務諸表規則」という。）に準拠して作成し、「建設業法施行規則」（昭和24年建設省令第14号）に

準じて記載している。

また、当社は、金融商品取引法第24条の５第１項の表の第１号の上欄に掲げる会社に該当し、連結財務諸表規則第

１編及び第３編の規定により第１種中間連結財務諸表を作成している。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、中間連結会計期間(2025年４月１日から2025年９月30

日まで)に係る中間連結財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による期中レビューを受けている。
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１ 【中間連結財務諸表】

(1) 【中間連結貸借対照表】

           (単位：百万円)

          
前連結会計年度
(2025年３月31日)

当中間連結会計期間
(2025年９月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金預金 71,693 62,022

  受取手形・完成工事未収入金等 163,446 137,709

  有価証券 4 300

  未成工事支出金 8,988 12,505

  商品 1,020 771

  材料貯蔵品 36,681 36,718

  その他 17,675 18,290

  貸倒引当金 △240 △293

  流動資産合計 299,268 268,025

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物・構築物（純額） 31,454 32,160

   土地 30,445 30,486

   その他（純額） 16,676 22,411

   有形固定資産合計 78,575 85,058

  無形固定資産   

   のれん 522 441

   顧客関連資産 1,022 911

   その他 2,911 3,437

   無形固定資産合計 4,455 4,790

  投資その他の資産   

   投資有価証券 80,153 83,607

   長期貸付金 5 188

   退職給付に係る資産 18,682 19,905

   繰延税金資産 1,441 1,247

   その他 7,016 8,106

   貸倒引当金 △1,125 △1,036

   投資その他の資産合計 106,172 112,018

  固定資産合計 189,203 201,867

 資産合計 488,472 469,893
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           (単位：百万円)

          
前連結会計年度
(2025年３月31日)

当中間連結会計期間
(2025年９月30日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形・工事未払金等 68,166 48,007

  電子記録債務 22,418 7,329

  短期借入金 1,920 2,443

  未払法人税等 8,139 7,483

  未成工事受入金 28,947 29,234

  工事損失引当金 2,756 1,761

  その他 15,180 9,376

  流動負債合計 147,529 105,635

 固定負債   

  長期借入金 16,779 23,510

  リース債務 3,775 4,440

  役員退職慰労引当金 278 226

  退職給付に係る負債 3,771 3,882

  株式報酬引当金 165 191

  関係会社事業損失引当金 165 ―

  その他 3,853 5,825

  固定負債合計 28,789 38,078

 負債合計 176,319 143,713

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 12,561 12,561

  資本剰余金 13,220 13,220

  利益剰余金 273,660 282,923

  自己株式 △486 △468

  株主資本合計 298,955 308,237

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 7,539 10,487

  繰延ヘッジ損益 245 319

  為替換算調整勘定 1,091 1,180

  退職給付に係る調整累計額 2,272 2,296

  その他の包括利益累計額合計 11,148 14,283

 非支配株主持分 2,048 3,659

 純資産合計 312,152 326,179

負債純資産合計 488,472 469,893
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(2) 【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】

【中間連結損益計算書】

           (単位：百万円)

          前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
　至 2024年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
　至 2025年９月30日)

売上高   

 完成工事高 209,738 198,863

 その他の事業売上高 9,565 8,862

 売上高合計 219,303 207,725

売上原価   

 完成工事原価 179,735 162,661

 その他の事業売上原価 6,916 6,236

 売上原価合計 186,652 168,898

売上総利益   

 完成工事総利益 30,002 36,201

 その他の事業総利益 2,648 2,625

 売上総利益合計 32,651 38,826

販売費及び一般管理費 ※1  14,396 ※1  16,021

営業利益 18,254 22,804

営業外収益   

 受取利息 72 75

 受取配当金 848 644

 投資事業組合運用益 650 524

 受取賃貸料 169 167

 その他 483 333

 営業外収益合計 2,224 1,745

営業外費用   

 支払利息 256 290

 持分法による投資損失 187 10

 割増退職金 77 29

 その他 61 41

 営業外費用合計 582 371

経常利益 19,896 24,178

特別利益   

 固定資産売却益 150 15

 投資有価証券売却益 256 71

 特別利益合計 407 87

特別損失   

 減損損失 ― 728

 固定資産処分損 162 75

 投資有価証券評価損 ― 594

 特別損失合計 162 1,398

税金等調整前中間純利益 20,140 22,867

法人税等 6,932 7,859

中間純利益 13,207 15,007

非支配株主に帰属する中間純利益 39 69

親会社株主に帰属する中間純利益 13,168 14,937
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【中間連結包括利益計算書】

           (単位：百万円)

          前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
　至 2024年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
　至 2025年９月30日)

中間純利益 13,207 15,007

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 △542 2,929

 為替換算調整勘定 330 88

 退職給付に係る調整額 57 24

 持分法適用会社に対する持分相当額 △17 93

 その他の包括利益合計 △172 3,135

中間包括利益 13,035 18,143

（内訳）   

 親会社株主に係る中間包括利益 12,950 18,072

 非支配株主に係る中間包括利益 85 70
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(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

           (単位：百万円)

          前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
　至 2024年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
　至 2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税金等調整前中間純利益 20,140 22,867

 減価償却費 3,031 3,314

 減損損失 ― 728

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △5 △20

 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △1,224 △1,222

 
退職給付に係る負債及び役員退職慰労引当金の
増減額（△は減少）

80 93

 工事損失引当金の増減額（△は減少） 328 △929

 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） △120 ―

 投資事業組合運用損益（△は益） △650 △524

 受取利息及び受取配当金 △921 △719

 支払利息 256 290

 為替差損益（△は益） △134 △93

 持分法による投資損益（△は益） 542 1,448

 有形固定資産売却損益（△は益） △120 △9

 有形固定資産除却損 134 60

 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） ― 594

 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） △256 △71

 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） 39,636 25,912

 未成工事支出金の増減額（△は増加） △3,351 △3,517

 棚卸資産の増減額（△は増加） △1,134 247

 仕入債務の増減額（△は減少） △45,954 △35,254

 未成工事受入金の増減額（△は減少） 8,413 316

 長期未払金の増減額（△は減少） △19 43

 未払又は未収消費税等の増減額 △8,035 △4,855

 その他 △1,158 △1,156

 小計 9,475 7,541

 利息及び配当金の受取額 886 898

 利息の支払額 △256 △290

 法人税等の支払額 △10,568 △7,416

 営業活動によるキャッシュ・フロー △461 733
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           (単位：百万円)

          前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
　至 2024年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
　至 2025年９月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 定期預金の預入による支出 △1,938 △592

 定期預金の払戻による収入 3,523 147

 有形固定資産の取得による支出 △1,260 △1,973

 有形固定資産の売却による収入 306 22

 有形固定資産の除却による支出 △56 △51

 投資有価証券の取得による支出 △4,006 △1,502

 投資有価証券の売却による収入 782 164

 
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る収入

― 373

 長期貸付金の回収による収入 60 8

 その他 △2,642 △1,133

 投資活動によるキャッシュ・フロー △5,230 △4,535

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 短期借入金の純増減額（△は減少） △72 △1

 長期借入金の返済による支出 △277 △343

 自己株式の売却による収入 5 8

 自己株式の取得による支出 △2 △1

 配当金の支払額 △4,602 △5,308

 非支配株主への配当金の支払額 △4 △4

 非支配株主への払戻による支出 △8 △8

 その他 △657 △729

 財務活動によるキャッシュ・フロー △5,619 △6,389

現金及び現金同等物に係る換算差額 342 △18

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △10,970 △10,210

現金及び現金同等物の期首残高 94,588 70,437

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 ― 86

連結子会社の決算期の変更に伴う期首現金及び現金
同等物の増減額（△は減少）

328 ―

現金及び現金同等物の中間期末残高 ※１  83,946 ※１  60,312
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【注記事項】

 (連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日 至 2025年９月30日)

(連結範囲の重要な変更)

株式会社グリーンバイオマスファクトリーについては、重要性が増したことにより、当中間連結会計期間

から連結の範囲に含めている。また、葛尾風力株式会社については、追加で株式を取得したことにより、当

中間連結会計期間から連結の範囲に含めている。
 

 
 (中間連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

 
当中間連結会計期間

(自 2025年４月１日 至 2025年９月30日)

税金費用の計算 税金費用については、当中間連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当

期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前中

間純利益に当該見積実効税率を乗じて計算している。
 

 
 (追加情報)

当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日 至 2025年９月30日)

当社は、第95期定時株主総会決議に基づき、当社の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除

く）及び執行役員（以下、総称して「取締役等」という。）を対象とした株式報酬制度（以下、「本制度」

という。）を導入している。

本制度に係る会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上

の取扱い」（実務対応報告第30号　2015年３月26日）を適用している。

（1）取引の概要

本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託（以下、「本信託」という。）が当社株式を取

得し、当社が取締役等に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて取締役等に対して

交付される株式報酬制度である。

（2）信託に残存する自社の株式

信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随する費用の金額を除く。）により、純資産の部

に自己株式として計上している。前連結会計年度末における当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、469百万

円及び113,600株であり、当中間連結会計期間末における当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、449百万円

及び108,800株である。
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(中間連結貸借対照表関係)

 

１　保証債務

連結会社以外の会社について、金融機関からの借入金等に対し保証を行っている。

 
前連結会計年度
(2025年３月31日)

当中間連結会計期間
(2025年９月30日)

松島風力(株) 1,401百万円 1,328百万円
 

(注) 松島風力(株)に対する債務保証は、他社負債額を含めた連帯保証債務総額である。

 
２　受取手形裏書譲渡高

 
前連結会計年度
(2025年３月31日)

当中間連結会計期間
(2025年９月30日)

受取手形裏書譲渡高 2百万円 ―百万円
 

 
(中間連結損益計算書関係)

 

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりである。

 
前中間連結会計期間
(自　2024年４月１日
至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　2025年４月１日
至　2025年９月30日)

従業員給料手当 5,831百万円 6,426百万円

退職給付費用 218百万円 229百万円
 

　

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)
 

※１　現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおり

である。

 

 
前中間連結会計期間
(自　2024年４月１日
至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　2025年４月１日
至　2025年９月30日)

現金預金 86,644百万円 62,022百万円

預入期間が３か月を超える
定期預金

△2,686百万円 △1,684百万円

役員向け株式交付信託預金 △11百万円 △25百万円

現金及び現金同等物 83,946百万円 60,312百万円
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(株主資本等関係)

前中間連結会計期間(自　2024年４月１日　至　2024年９月30日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2024年４月26日
取締役会

普通株式 4,606 65.00 2024年３月31日 2024年６月４日 利益剰余金
 

（注）2024年４月26日取締役会決議による配当金の総額には、役員向け株式交付信託に残存する当社株式に対する配当

金７百万円を含んでいる。

 
２．基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2024年10月30日
取締役会

普通株式 4,606 65.00 2024年９月30日 2024年12月２日 利益剰余金
 

（注）2024年10月30日取締役会決議による配当金の総額には、役員向け株式交付信託に残存する当社株式に対する配当

金７百万円を含んでいる。

 

当中間連結会計期間(自　2025年４月１日　至　2025年９月30日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2025年４月28日
取締役会

普通株式 5,314 75.00 2025年３月31日 2025年６月４日 利益剰余金
 

（注）2025年４月28日取締役会決議による配当金の総額には、役員向け株式交付信託に残存する当社株式に対する配当

金８百万円を含んでいる。

 
２．基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2025年10月31日
取締役会

普通株式 6,377 90.00 2025年９月30日 2025年12月１日 利益剰余金
 

（注）2025年10月31日取締役会決議による配当金の総額には、役員向け株式交付信託に残存する当社株式に対する配当

金９百万円を含んでいる。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ　前中間連結会計期間(自　2024年４月１日　至　2024年９月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報

  (単位：百万円)

 
報告セグメント

その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

中間連結損益
計算書計上額
(注)３設備工事業

売上高      

　外部顧客への売上高 209,738 9,565 219,303 ― 219,303

　セグメント間の内部売上高
　又は振替高

405 2,470 2,875 △2,875 ―

計 210,143 12,035 222,179 △2,875 219,303

セグメント利益 16,443 1,712 18,155 98 18,254
 

(注) １　「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、工事に関連する材料及び機器の販

売事業、不動産事業、再生可能エネルギー発電事業、人材派遣事業、ソフト開発事業、環境分析・測定事

業、医療関連事業、ゴルフ場経営、ビジネスホテル経営、商業施設の企画・運営等を含んでいる。

２　セグメント利益の調整額98百万円は、セグメント間取引消去である。

３　セグメント利益は、中間連結損益計算書の営業利益と調整を行っている。

 
２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　　該当事項なし。

 
Ⅱ　当中間連結会計期間(自　2025年４月１日　至　2025年９月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報

  (単位：百万円)

 
報告セグメント

その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

中間連結損益
計算書計上額
(注)３設備工事業

売上高      

　外部顧客への売上高 198,863 8,862 207,725 ― 207,725

　セグメント間の内部売上高
　又は振替高

330 3,071 3,401 △3,401 ―

計 199,193 11,933 211,126 △3,401 207,725

セグメント利益 21,002 1,685 22,688 116 22,804
 

(注) １　「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、工事に関連する材料及び機器の販

売事業、不動産事業、再生可能エネルギー発電事業、人材派遣事業、ソフト開発事業、環境分析・測定事

業、医療関連事業、ゴルフ場経営、ビジネスホテル経営、商業施設の企画・運営等を含んでいる。

２　セグメント利益の調整額116百万円は、セグメント間取引消去である。

３　セグメント利益は、中間連結損益計算書の営業利益と調整を行っている。

 
２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　　「その他」のセグメントにおいて、当中間連結会計期間中の減損損失の計上額は728百万円である。
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(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

　前中間連結会計期間(自 2024年４月１日 至 2024年９月30日)

　　財又はサービスの種類別分解情報

   (単位：百万円)

 
報告セグメント

その他 合計
設備工事業

配電線工事 23,761 ― 23,761

屋内線工事 109,158 ― 109,158

空調管工事 76,818 ― 76,818

その他 ― 9,565 9,565

顧客との契約から生じる収益 209,738 9,565 219,303

外部顧客への売上 209,738 9,565 219,303
 

（注）「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、「注記事項（セグメント情報等）」

に記載のとおりである。

 
　当中間連結会計期間(自 2025年４月１日 至 2025年９月30日)

　　財又はサービスの種類別分解情報

   (単位：百万円)

 
報告セグメント

その他 合計
設備工事業

配電線工事 25,635 ― 25,635

屋内線工事 98,265 ― 98,265

空調管工事 74,961 ― 74,961

その他 ― 8,541 8,541

顧客との契約から生じる収益 198,863 8,541 207,404

その他の収益 ― 320 320

外部顧客への売上 198,863 8,862 207,725
 

（注）「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、「注記事項（セグメント情報等）」

に記載のとおりである。
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(１株当たり情報)

１株当たり中間純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりである。

項目
前中間連結会計期間
(自　2024年４月１日
至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　2025年４月１日
至　2025年９月30日)

１株当たり中間純利益(円) 186.18 211.18

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する中間純利益(百万円) 13,168 14,937

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式に係る親会社株主に帰属する
中間純利益(百万円)

13,168 14,937

普通株式の期中平均株式数(千株) 70,730 70,732
 

(注)　潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載していない。

１株当たり中間純利益の算定上、役員向け株式交付信託に残存する当社株式を期中平均株式数の計算において

控除する自己株式に含めており、控除した当該自己株式の期中平均株式数は前中間連結会計期間114,157株、当

中間連結会計期間111,443株である。

 
(重要な後発事象)

該当事項なし。

 

 

２ 【その他】

2025年４月28日開催の取締役会において、2025年３月31日の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり期末配

当を行うことを決議した。

①　配当金の総額　　　　　　　　　　　　　 　　  5,314百万円

②　１株当たりの金額　　　　　　 　　　　　　　　　 75円00銭

③　支払請求権の効力発生日及び支払開始日　 　　2025年６月４日

また、第98期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）中間配当について、2025年10月31日開催の取締役会にお

いて、2025年９月30日の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議した。

①　配当金の総額　　　　　　　　　　　　　 　　  6,377百万円

②　１株当たりの金額　　　　　　 　　　　　　　　　 90円00銭

③　支払請求権の効力発生日及び支払開始日　 　　2025年12月１日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項なし。
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独立監査人の中間連結財務諸表に対する期中レビュー報告書
 

2025年11月13日

株式会社クラフティア

取締役会  御中

 

EY新日本有限責任監査法人
 

福岡事務所
 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 宮　　本　　義　　三  

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 吉　　村　　祐　　二  

 

 

監査人の結論

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社クラフ

ティア（旧会社名　株式会社九電工）の2025年４月１日から2026年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間

（2025年４月１日から2025年９月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益

計算書、中間連結包括利益計算書、中間連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について期中レビューを行った。

　当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる企業会計の基準に準拠して、株式会社クラフティア（旧会社名　株式会社九電工）及び連結子会社の2025年９月30

日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表

示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。

 
監査人の結論の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。

期中レビューの基準における当監査法人の責任は、「中間連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記載

されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用

される規定を含む。）に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任

を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 
中間連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して中間連結財務諸表を作成し

適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間連結財務諸表を作成し適正に表

示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　中間連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間連結財務諸表を作成することが適切

であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事

項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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中間連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から中間連結

財務諸表に対する結論を表明することにある。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー

手続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施され

る年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・　継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認

められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、中間連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当

と認められる企業会計の基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付

ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において中間連結財

務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間連結財務諸表の注記事項が適切でない場

合は、中間連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、期

中レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続で

きなくなる可能性がある。

・　中間連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して

いないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間連結財務諸表の表示、構

成及び内容、並びに中間連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認め

られないかどうかを評価する。

・　中間連結財務諸表に対する結論表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査

人は、中間連結財務諸表の期中レビューに関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査人

の結論に対して責任を負う。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発見事項

について報告を行う。

　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに

監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又

は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 
利害関係

　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

 
以  上

 
 

(注) １　上記の期中レビュー報告書の原本は当社（半期報告書提出会社）が別途保管している。

２　XBRLデータは期中レビューの対象には含まれていない。
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